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１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】
   平成28年4月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 2,494,042,149 98.30

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 43,096,647 1.70

 純資産総額  2,537,138,796 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成23年 9月27日）

12,920,370,181
12,920,370,181

（分配付）
（分配落）

8,850
8,850

（分配付）
（分配落）

第2計算期間末日
（平成24年 9月27日）

5,839,991,194
5,839,991,194

（分配付）
（分配落）

9,843
9,843

（分配付）
（分配落）

第3計算期間末日
（平成25年 9月27日）

4,541,289,673
4,537,202,739

（分配付）
（分配落）

11,112
11,102

（分配付）
（分配落）

第4計算期間末日
（平成26年 9月29日）

4,253,783,564
4,250,467,682

（分配付）
（分配落）

12,829
12,819

（分配付）
（分配落）

第5計算期間末日
（平成27年 9月28日）

2,391,173,338
2,391,173,338

（分配付）
（分配落）

9,047
9,047

（分配付）
（分配落）

平成27年 4月末日 3,401,255,309  12,090 

5月末日 3,393,092,314  12,252 

6月末日 3,184,381,658  11,732 

7月末日 3,022,924,832  11,209 

8月末日 2,722,987,652  10,210 

9月末日 2,344,696,295  8,878 

10月末日 2,607,350,679  9,930 

11月末日 2,637,480,174  10,167 

12月末日 2,562,571,935  10,015 

平成28年 1月末日 2,503,198,375  9,824 

2月末日 2,433,310,778  9,660 

3月末日 2,588,602,124  10,403 

4月末日 2,537,138,796  10,351 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 0円

第2計算期間 0円

第3計算期間 10円

第4計算期間 10円

第5計算期間 0円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 △11.50

第2計算期間 11.22

第3計算期間 12.89

第4計算期間 15.55

第5計算期間 △29.42
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第5計算期間末日から
平成28年4月末日までの期間

14.41

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、第5計算期間末日から平成28年4月末日までの期間については平成
28年4月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落
の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

 

＜参考＞

「ブラジル国債マザーファンドＩＮ」

（１）投資状況
   平成28年4月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

国債証券 ブラジル 1,390,438,181 96.74

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 46,859,339 3.26

 純資産総額  1,437,297,520 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

＜参考＞

「インドネシア株式マザーファンド」

（１）投資状況
   平成28年4月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 インドネシア 1,016,469,334 96.18

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 40,321,718 3.82

 純資産総額  1,056,791,052 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 24,856,248,587 10,256,755,916 14,599,492,671

第2計算期間 ― 8,666,371,045 5,933,121,626

第3計算期間 ― 1,846,187,486 4,086,934,140

第4計算期間 685,440 771,737,443 3,315,882,137

第5計算期間 464,042 673,322,473 2,643,023,706

第6計算期期首から
平成28年4月28日までの期間

― 191,918,375 2,451,105,331
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３【ファンドの経理状況】

 

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

27年9月29日から平成28年3月28日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人によ

り中間監査を受けております。
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ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）≪2017-01≫
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 5 期

［ 平成27年9月28日現在 ］

第 6 期中間計算期間末

［ 平成28年3月28日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託 － 47,205,262

コール・ローン 68,456,274 2,745,863

親投資信託受益証券 2,355,625,018 2,531,488,919

未収入金 － 27,000,000

未収利息 111 －

流動資産合計 2,424,081,403 2,608,440,044

資産合計 2,424,081,403 2,608,440,044

負債の部

流動負債

未払解約金 4,621,352 3,509,162

未払受託者報酬 855,308 684,087

未払委託者報酬 27,369,888 21,890,847

その他未払費用 61,517 49,193

流動負債合計 32,908,065 26,133,289

負債合計 32,908,065 26,133,289

純資産の部

元本等

元本 ※1 2,643,023,706 ※1 2,488,291,028

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △251,850,368 ※2 94,015,727

（分配準備積立金） 873,830,819 822,673,673

元本等合計 2,391,173,338 2,582,306,755

純資産合計 2,391,173,338 2,582,306,755

負債純資産合計 2,424,081,403 2,608,440,044
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第 5 期中間計算期間

自 平成26年 9月30日

至 平成27年 3月29日

第 6 期中間計算期間

自 平成27年 9月29日

至 平成28年 3月28日

営業収益

受取利息 23,123 11,323

有価証券売買等損益 △246,211,329 367,863,901

営業収益合計 △246,188,206 367,875,224

営業費用

受託者報酬 1,091,854 684,087

委託者報酬 34,939,409 21,890,847

その他費用 78,551 49,193

営業費用合計 36,109,814 22,624,127

営業利益又は営業損失（△） △282,298,020 345,251,097

経常利益又は経常損失（△） △282,298,020 345,251,097

中間純利益又は中間純損失（△） △282,298,020 345,251,097

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△435,948 14,129,226

期首剰余金又は期首欠損金（△） 934,585,545 △251,850,368

剰余金増加額又は欠損金減少額 130,813 14,744,224

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 14,744,224

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

130,813 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 66,533,459 －

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

66,533,459 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 586,320,827 94,015,727
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評

価しております。

２ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年9月27日を計算期間の末日としておりますが、前計算

期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成27年9月29日から平成28

年3月28日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 5 期

［ 平成27年9月28日現在 ］

第 6 期中間計算期間末

［ 平成28年3月28日現在 ］

    
※１期首元本額 3,315,882,137円 2,643,023,706円

 期中追加設定元本額 464,042円 ―

 期中一部解約元本額

 

673,322,473円 154,732,678円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

251,850,368円

 

―

 

３ 受益権の総数

 

2,643,023,706口 2,488,291,028口

４ １口当たり純資産額 0.9047円 1.0378円

 （１万口当たり純資産額） （9,047円） （10,378円）
    
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 5 期

［ 平成27年9月28日現在 ］

第 6 期中間計算期間末

［ 平成28年3月28日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
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「ブラジル国債マザーファンドＩＮ」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

金　額（円） 金　額（円）

資産の部    

流動資産    

預金  51,783,135 39,899,782

金銭信託  ― 22,269,959

コール・ローン  12,858,117 1,295,412

国債証券  1,334,905,764 1,380,295,986

未収利息  20 ―

流動資産合計  1,399,547,036 1,443,761,139

資産合計  1,399,547,036 1,443,761,139

負債の部    

流動負債    

未払解約金  ― 15,000,000

流動負債合計  ― 15,000,000

負債合計  ― 15,000,000

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 1,429,284,142 1,325,988,223

剰余金    

剰余金又は欠損金（△） ※2 △29,737,106 102,772,916

元本等合計  1,399,547,036 1,428,761,139

純資産合計  1,399,547,036 1,428,761,139

負債純資産合計  1,399,547,036 1,443,761,139

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で

評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

    
※１期首 平成26年9月30日 平成27年9月29日

 期首元本額 1,810,444,081円 1,429,284,142円

 期首からの追加設定元本額 ― ―

 期首からの一部解約元本額

 

381,159,939円 103,295,919円

 元本の内訳＊   

 ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）

≪2017-01≫

1,429,284,142円 1,325,988,223円

 　　　　　　（合　計）

 

1,429,284,142円 1,325,988,223円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

29,737,106円

 

―

 

３ 受益権の総数

 

1,429,284,142口 1,325,988,223口

４ １口当たり純資産額 0.9792円 1.0775円

 （１万口当たり純資産額） （9,792円） （10,775円）
    
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時

価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左
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  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金

融商品に関する注記）に記載しております。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。
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「インドネシア株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

金　額（円） 金　額（円）

資産の部    

流動資産    

預金  19,852,235 12,973,970

金銭信託  ― 16,544,597

コール・ローン  21,333,889 962,376

株式  914,857,740 1,067,834,447

未収入金  ― 20,435,547

未収配当金  ― 421,516

未収利息  34 ―

流動資産合計  956,043,898 1,119,172,453

資産合計  956,043,898 1,119,172,453

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  ― 117,600

未払金  ― 4,300,579

未払解約金  ― 12,000,000

流動負債合計  ― 16,418,179

負債合計  ― 16,418,179

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 956,356,895 886,800,651

剰余金    

剰余金又は欠損金（△） ※2 △312,997 215,953,623

元本等合計  956,043,898 1,102,754,274

純資産合計  956,043,898 1,102,754,274

負債純資産合計  956,043,898 1,119,172,453

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終

値で評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

    
※１期首 平成26年9月30日 平成27年9月29日

 期首元本額 1,213,957,051円 956,356,895円

 期首からの追加設定元本額 ― ―

 期首からの一部解約元本額

 

257,600,156円 69,556,244円

 元本の内訳＊   

 ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）

≪2017-01≫

956,356,895円 886,800,651円

 　　　　　　（合　計）

 

956,356,895円 886,800,651円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

312,997円

 

―

 

３ 受益権の総数

 

956,356,895口 886,800,651口

４ １口当たり純資産額 0.9997円 1.2435円

 （１万口当たり純資産額） （9,997円） （12,435円）
    
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成27年9月28日現在 ］ ［ 平成28年3月28日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時

価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左
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２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に

関する注記）に記載しております。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金

融商品に関する注記）に記載しております。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

［ 平成27年9月28日現在 ］

該当事項はありません。

 

  ［ 平成28年3月28日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

  売建     

 　インドネシアルピア 10,202,400 ― 10,320,000 △117,600

 　合　　計 10,202,400 ― 10,320,000 △117,600

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為

替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧いただ

けます。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 
５【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
 
（１）【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
 

（２）【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 
（３）【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のとお

りです。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成28年５月11日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）≪2017-01≫の平成27年９月29日から平成28年３月

28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に

ついて中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）≪2017-01≫の平成28年３月28日現在の信託財産の状態及

び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年９月29日から平成28年３月28日まで）の損益の状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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